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  川崎市老人福祉施設事業協会 

各ワーキングの取組について 

 

１ 令和６年度における取組 

(１) 経営政策研究ワーキング 

R07.2.21～3.21 「配置医及び医療ニーズへの対応状況等に関する調査」の実施 

 目 的：協力医療機関との連携体制の構築を進めるに当たり対処すべき課題 

を把握するため 

 対 象：特別養護老人ホーム 

 

R07.3.21 介護福祉士実務者養成施設（介護大学校）分校の開校に向けた事前 

準備説明会 

     会 場：てくのかわさき ５階 第５研修室 及び リモート 

     テーマ：介護大学校 分校 ～実務者研修運営・運用・活用について～ 

説明者：経営政策研究ワーキング幹事 

広嶋 真結子 氏（社会福祉法人 照陽会 局長） 

https://youtu.be/w5_Zu61gBEk 

 

 (２) 職種別研修ワーキング 

R07.3.7(金) 令和６年度事務職員研修会 

会 場：てくのかわさき４階会議室 及び リモート 

テーマ：「求職者に魅力が届く採用 PR のポイント」 

～この職場で働きたい！と思わせる伝え方とは？～ 

～SNS を活用した求人・広報～ 

講 師 株式会社 Blanket 成廣 香里氏 

(人事コンサルタント・国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー) 

参加者：会場 7、リモート 12、動画視聴 21 

https://youtu.be/f9SrT1mf2uo 

 

(３) 協会事業推進ワーキング 

R07.02.21(金) 令和６年度第３回協会事業推進ワーキング 

方法：リモート 

議題：・事業者ヒアリング 

「ミヤンマー人材 (技能実習生) の活用について」 

（GAKUBUN CO.,LTD.） 

（協同組合 Keep on Heart） 

https://youtu.be/w5_Zu61gBEk
https://youtu.be/f9SrT1mf2uo
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（Kaigo Training Centre Co.,Ltd.） 

・令和７年度の事業について 

出席：白井座長、関口副座長、鈴木委員、川戸委員、荒川委員 

 

２ 任期満了に伴う委員の募集 

(１) 職種別研修ワーキング 

ア 所管事務 

(ア) 職種別研修会の運営方法に関すること。 

(イ)職種別研修会の企画立案に関すること。 

(ウ) 職種別研修会の開催に関すること。 

(エ) 人材育成に関する調査・研究その他職種別研修会の実施に必要なこと。 

イ 委員 

会員施設の施設長又はそれに準ずる職員で、ワーキング委員の公募に応じた

もの 

ウ 委員の任期 

  就任の日から年度末（３月３１日）まで 

エ 新年度の委員 

募集：令和７年３月１７日から 4 月４日まで 

委員：平山委員(すえなが)、茶園委員(多摩川の里)、伊藤委員(しおん)、 

橋本委員(よみうりランド花ハウス 参与)、鈴木委員(生田まほろば 参与) 

 

(２) 協会事業推進ワーキング 

ア 所管事務 

(ア) 公益事業(研修事業、調査・広報事業、地域交流事業等)について検討を行

うこと。 

(イ) 共益事業(介護用品の共同購入、清掃・メンテナンス等の共同発注、弁護士

相談窓口の開設等)について検討を行うこと。 

(ウ) 公益事業及び共益事業の検討に必要な調査・研究 

(エ) 実施計画の立案その他公益事業及び共益事業の推進に必要なこと。 

イ 委員 

会員施設の施設長又はそれに準ずる職員で、ワーキング委員の公募に応じた

もの 

ウ 委員の任期 

  就任の日から年度末（３月３１日）まで 

エ 新年度の委員 
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募集：令和７年３月１７日から 4 月４日まで 

委員： 鈴木委員(柿生アルナ園)、白井委員(富士見プラザ)、 

川戸委員(よみうりランド花ハウス)、井田委員(フレンド神木)、 

広嶋委員(みんなと暮らす町)、関口委員(おだかの郷)、 

荒川委員(川崎市社会福祉事業団 参事) 

 

３ 令和７年度における取組 

(１) 経営政策研究ワーキング 

R07.4.30(水) 令和７年度第１回経営政策研究ワーキング（予定） 

・「配置医及び医療ニーズへの対応状況等に関する調査の結果」 

・介護大学校分校の承認の状況及び今後の取組 

 

(２) 職種別研修ワーキング 

R07.4.23(水) 令和７年度第１回職種別研修ワーキング（予定） 

・担当制について 

・看護協会との意見交換会について 

・スケジュール等について 

 

(３) 協会事業推進ワーキング 

R07.04.07(月) 令和７年度第１回事業推進ワーキング 

方法：リモート 

議題：・正副座長の選任について 

・令和７年度の取組について 

・事業者ヒアリング  「車いす」（株式会社 柴橋商会） 

出席：白井座長、関口副座長、鈴木委員、川戸委員、井田委員、広嶋委員、 

荒川委員 
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令和７年度の取組について（修正後） 

 

１ 共同調達・共同発注（共益事業） 

＜取組方針＞⇒ 引き続き情報収集に努めるとともに、事業化に向けて取組

を推進 

＜取組の内容＞ 

令和７年４月   車いす共同購買の実施 

令和７年５月以降 業者ヒアリングなどの情報収集を継続 

 

２ 法律相談事業 

  ＜取組方針＞⇒ 継続実施（相談料：初回１時間２５００円+消費税） 

  ＜取組の内容＞ 

  令和７年４月 法律相談事業継続実施のお知らせ（会員施設宛て） 

 

３ 会員施設のイメージアップにつながる 映像 の発信 （広報事業） 

＜取組方針＞⇒ 引き続き取組を推進し、配信する動画コンテンツの充実を図る。 

＜取組の内容＞ 

令和７年５月以降  「リモートじゃんけん大会の動画等」の配信 

 

４ 暮らしの川柳（広報事業・交流事業） 

＜取組方針＞⇒  例年事業として継続実施 

  ＜取組の内容＞ 
  令和７年５月    川崎市へ後援申請 

      作品募集開始 

  令和７年１０月末  募集締切り 

  令和７年１１月中旬 作品の掲示及び Web 投票開始 

  令和８年１月末   Web 投票の締切り 

  令和８年２月中旬  結果の公表 

 

５ リモートじゃんけん大会（交流事業） 

＜取組方針＞⇒  例年事業として継続実施 

＜取組の内容＞ 
令和７年５月    民間事業者・大学・保育園等と事前調整 

川崎市へ後援申請 
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  令和７年６月    実行委員募集 

  令和７年８月 実行委員会開催（スケジュール等決定） 

参加チーム募集 

 （以下は令和６年度の例） 

  10 月 30 日  抽選会・説明会 

  11 月 20・21 日 リハーサル 

11 月 26～29 日 大会実施 

12 月 6 日  表彰式(於 ヒートアップ道場) 

 

６ リモート会議の運営・ライブ配信・ビデオコンテンツの作成・配信等の手法の積極 

的な活用（研修・人材育成事業、交流事業、連携調整事業 等） 

 ＜取組方針＞ ⇒ 引き続き実施 

＜取組の内容＞ 

 通 年      研修・会議等は、ハイブリッドでの開催を原則とする。 

また、映像・音声の収録及びアーカイブ化を基本とし、必

要に応じて、記録映像・音声の限定配信を行う。 

 

※ ＜取組方針＞は「令和７年度の事業について（事業推進ワーキング 検討結

果）」（第 1１２回理事会にて報告）によるもの 



７川老事協第 ５ 号 

令和７年４月１５日 

施設長 様 

  川崎市老人福祉施設事業協会 

会長 金子 利昭 

法律相談事業について(御案内) 

時下、益々、御健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃、事業協会の運営に御協力をいただきありがとうございます。 

さて、「手軽に法律相談をすることができる仕組み」をコンセプトに令和６年

４月１日から協会事業として法律相談事業を実施し、ご利用いただいていると

ころでございますが、令和７年度におきましても引き続き実施しておりますの

で、是非、御活用いただければと存じます。 

なお、法律相談担当弁護士の名簿には、現在、かながわ弁護士会川崎支部後見

等対策委員会に所属する弁護士のうち有志１６名にご登録いただいております。 

１ 事業の目的 

(１) 会員施設が手軽に法律相談をすることができる仕組みを整えることで、

会員施設における法的紛争の防止及び早期解決を図る。 

(２) 相談事案に関する情報を集積し、会員施設間で共有することで、法的リス

クマネジメント力の向上を図る。

２ 相談料 

初回１時間 2,500 円+消費税 

※ 担当した弁護士には、施設が負担する相談料に加え、事業協会から相談結果の報

告に対する対価(調査費)として 2,500円+消費税が支払われます。

３ 手続の流れ 

(１) 施設から事業協会に相談票を提出

（写し）



(２) 法律相談担当弁護士名簿に登載された順番に従い、事業協会から当番の

弁護士に相談票を送付 

(３) 相談の実施

(４) 相談に当たった弁護士から事業協会に相談結果の報告

(５) 相談結果の報告を集積し、会員施設間で共有する(施設名は非公表)とと

もに研修等に活用 




